
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

令和８年度 会員種別 医師会費 （医学部卒後６年目以降会員） 
（単位：円） 

会 員 種 別  日医会費  都 医 会 費 東大会費  合 計 

A2(B)会員 
(31歳以上☆) 

勤務医 

【 医師賠償責任保険付 】 

６４,０００ 
正 １２,０００ 

８,０００ 
８４,０００ 

特 ６,０００ ７８,０００ 

A2(B)会員 
(30歳以下☆) 

３９,０００ 
正 １２,０００ 

８,０００ 
５９,０００ 

特 ６,０００ ５３,０００ 

Ｂ 会員 
勤務医 

【 医師賠償責任保険無 】 
２８,０００ 

正 １２,０００ 

８,０００ 
４８,０００ 

特 ６,０００ ４２,０００ 

Ｄ 会員 東京都医師会と東大医師会  
正 １２,０００ 

８,０００ 
２０,０００ 

特 ６,０００ １４,０００ 

Ｅ 会員  東大医師会のみ    ８,０００ ８,０００ 

                                                                     
 
令和８年度 会員種別 医師会費 （医学部卒後５年目までもしくは初期研修医の会員） 

（単位：円） 

会 員 種 別  日医会費  都 医 会 費 東大会費  合 計 

A2(B)会員 
(31歳以上☆) 

勤務医 

【 医師賠償責任保険付 】 

３６,０００ 正・特 ０ ０ ３６,０００ 

A2(B)会員 
(30歳以下☆) １５,０００ 正・特 ０ ０ １５,０００ 

A2(C)会員 
初期研修医 

【 医師賠償責任保険付 】 
１５,０００ 正・特 ０ ０ １５,０００ 

Ｂ 会員 

Ｃ 会員 

勤務医：Ｂ 

初期研修医: Ｃ 

【 医師賠償責任保険無 】 
０ 正・特 ０ ０ ０ 

Ｄ 会員 東京都医師会と東大医師会  正・特 ０ ０ ０ 

Ｅ 会員  東大医師会のみ    ０ ０ 

                                                                  

☆４月１日現在の年齢 
納入方法  １、銀行振込 ―― みずほ銀行本郷支店 

普通預金 口座番号 ０２４１４３９ 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

東京
とうきょう

大学
だいがく

医師会
い し か い

会費
か い ひ

 代表
だいひょう

 田中
た な か

 栄
さかえ

 

      ２、当医師会事務所へ持参 

 尚、事務所へ持参のほかは、領収書を発行しませんので、振込時の領収書を保管して下さい。 





 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

会員に関する細則 
第 １ 章  総  則 

（目 的） 
第１条  この細則は、一般社団法人東京大学医師会（以下「本会」という。）の定款（以下「定款」という。）に定め

られた事項のほか、本会の会員（以下「会員」という。）に関し必要な事項を定める。 
 

第 ２ 章  会  員 

（会 費） 
第２条 正会員の会費は年額８，０００円とする。 

２ 会員歴が２５年以上の特別会員は会費の納入を要しない。 
 

（納 入） 
第３条 前条に規定する会費は、本会が指定する方法で５月２０日までに１年分を一括 
    納入しなければならない。 
 
（異動の報告） 
第４条、異動の事実が発生した日から３０日以内に、所定の異動報告書を提出 

しなければならない。 
  ２ 異動の日は、異動報告書に記載した異動の発生した日とする。 
 
（退会の届出） 
第５条 会員が本会を退会しようとするときは、所定の退会届書を提出するとともに、未納会費がある場合はそれを

払うものとする。 
  ２ 退会の日は、退会届書の退会年月日欄に記載してある日とする。ただし、退会日は退会届書の提出日より遡

ることはできない。 
  ３ 会費未納により退会した者は、原則として再入会を認めない。 
 
（細則の変更） 
第６条 この細則は、理事会の議を経、総会で過半数を以って変更することができる。 
 
 
附  則 
この細則は、平成２０年８月６日に決定し、平成２１年４月１日より施行する。 
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